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支部研修会から

『外国人労働者について（Ⅱ）』

宮川安江

前号では、外国人労働者の必要性、外国

人雇用するにあたり必要とする手続きなど

について述べてきました。

●雇用契約書の作成

(1)労働基準法等に即した労働条件を明示

する。

外国人を雇用する場合も、日本人と同様

に労働関係法令が適用されるため、これに

即した労働条件を明示することが必要で

す。

(2)在留資格の基準を満たす。

報酬が日本人と同等以上の額であること

や、業務内容が在留資格の活動範囲内ある

ことなど、雇用契約書の記載内容のが在留

資格の基準を満たしている必要がありま

す。

(3)不許可時を想定した条項を盛り込む

不許可の場合を想定し、在留資格の取得

を条件とｗして雇用契約が効力を有する、

と言った条項を盛り込んでおきます。

(4)翻訳文をつける

外国人が内容を十分に理解できるよう、で

きれば外国人の母国語に翻訳した者を作成

する。

〇「技術・人文知識・国際業務」の雇用契

約書

〇「特定技能」の雇用契約書

・所定労働時間が、同じ企業の通常の労

働者と同等である

・報酬額が、日本人が従事する場合と同

等以上である

・契約期間満了した外国人の出国を確保

するための措置がある

・一時帰国した場合、休暇を取得させる

ことなどの事項を盛り込む

●ビザの申請

国内採用時と海外採用時で異なります。

国内採用時は現在の在留資格を就労可能な

資格に変更する在留資格変更許可申請をし

ます。一方海外採用時は海外から外国人を

呼び寄せる手続き在留資格認定証明書交付

申請をし、さらに海外で査証申請が必要と

なります。手続きに係る期間は、国内採用

時で 1 ～ 2 ヶ月、海外採用時で４～ 5 ヶ月

必要です。
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●就労開始・ハローワークへの届出

●技能実習制度から育成就労制度へ

技能実習制度が我が国での技能との習得

を通じた人材育成により国際貢献を行うこ

とを目的とする制度であるのに対し、育成

就労制度は、我が国の人手不足分野におけ

る人材育成と人材確保を目的とする制度で

す。このような制度目的の違いを踏まえ、

育成就労制度では、外国人を労働者として

適切に権利保護するという観点から、技能

実習制度では認められなかった外国人本人

の意向による転籍を一定の条件の下で認め

ることなど定めています。

受入対象分野を特定産業分野のうち就労

を通じて技能を習得させることが相当な者

に限り、原則 3 年間の就労を通じた人材育

成によって特定技能 1 号の技能水準の人材

を育成することを目指すこととしていま

す。（2027 年改正法施行）


